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　平成24年度の当初予算は、引き続き財政の健全性の確保に留意し
つつ、２年目を迎える“壬力ＵＰすまいるプラン”（壬生町第５次
総合振興計画後期基本計画）に掲げた取組を着実に推進し、“次の
未来へ”のステップを確実なものとするとともに、当面する課題や
多様化する町民ニーズに的確な対応を図ったところであり、本町の
まちづくりのテーマである「活力と創意が生きる希望に満ちたまち・
みぶ」の実現に向けて、知恵と工夫を凝らし、魅力に富んだ予算と
なるよう努めました。

一般会計の概要説明

113 億 2千万円113 億 2千万円113 億 2千万円
平成24年度壬生町一般会計予算平成24年度壬生町一般会計予算

い　 い　  み                ぶ

かんぴょう伝来300年記念前年祭（平成23年８月６日みぶハイウェーパーク）
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みんなで進める 持続・発展のまちプロジェクトⅠ 

壬生でよかった だれもが住みたいまちプロジェクトⅡ 

平成24年度　主要な施策の概要（「戦略プラン」より抜粋）平成24年度　主要な施策の概要（「戦略プラン」より抜粋）

　地方分権の進展や、町民参加型まちづくり、そし
て行財政改革の必要性の高まりなどを踏まえ、町民
一人ひとりの個性が発揮でき、みんなが参加する協
働の作業によってまちづくりを総合的に支えていけ
る環境を創るとともに、健全で安定した行政経営を
進めます。

●みぶ“まちづくり”住民会議の開催
１，３９１千円

　・協働のまちづくりの基盤強化を目的に、ワーク
　　ショップ型会議を継続開催

●行政外部評価の導入　　　　　　　　　 ９８千円
　・外部評価者による行政評価を実施

●いきいきふれあい応援事業の継続実施（自治会活
　動支援）　　　　　　　　　　 　８，０００千円
　・住民が主役の地域づくりを行う自治会活動支援
　　を継続実施

●町民活動支援事業の創設【新規】　　３７４千円
　・町民の自発的な営利を目的としない社会貢献の
　　ための活動を支援

●地域会議の創設【新規】　　　　　　１７３千円
　・地域と行政が一緒になって地域の課題を解決す
　　るための会議を開催

●ゆうがおマラソンの開催（かんぴょう伝来３００
　年記念大会）【新規】 　　　　　８，０００千円
　・かんぴょう伝来３００年を記念しマラソン大会
　　を開催

●ゆうがおスポーツクラブの支援（総合型地域スポ
　ーツクラブ）　　　　　　　　　 ２，０００千円
　・総合型地域スポーツクラブの育成支援

●栃木県郡市町対抗駅伝競走大会の町単独チーム出
　場支援　　　　　　　　　　　　 １，０００千円

●新体育館の検討　　　　　　　　　　　５１千円

　壬生町の安定的な成長の礎は、誰もが住み続けた
いと感じてもらえることです。みんなが住んでよか
った、そして、住んでみたいと思える壬生町の実現
に向けて、特に生活・サービス分野での施策を充実
させていきます。

●社会福祉協議会、シルバー人材センター等の育成・
　支援　　　　 　　　　　　　　３９，７１９千円

●地域福祉計画策定基礎調査の実施【新規】　　　
　　　　　　　　 　　　　　　　　２，２３４千円
●高齢者介護予防・生活支援事業の充実

１１，５１４千円
　・高齢者の健康づくりの推進及び生活支援サービ
　　スの提供

●保育園特別保育事業の充実（病後時保育）
７１，６２９千円

　・多様化する保育需要に対する特別保育の充実

●放課後児童健全育成事業の充実（７児童クラブ）
２７，２１４千円

　・学童保育による安全安心の確保、児童の健全育成

●こんにちは赤ちゃん祝金事業の創設【新規】
３，０００千円

　・次代を担う子の出生をお祝いする（新生児一人
　　につき１０千円を支給）

●民間保育園施設整備の助成
２１，０００千円

　・多様化する保育ニーズの対応として民間保育園
　　の整備に助成

●医療費助成事業の充実
１４，５１３千円

　・こども医療費・妊産婦医療費・ひとり親家庭医
　　療費・重度心身障害者医療費助成（医療機関等
　　に支払った自己負担分５００円を助成）

●予防接種事業【拡大】　　　　　５，５８０千円
　・予防医療の助成による疾病予防（高齢者肺炎球
　　菌ワクチン《新規》 ７０歳以上　１回の接種に
　　３，５００円を助成、小児インフルエンザワク
　　チン《新規》 １歳児、２歳児　２回の接種に１
　　回毎に２，０００円を助成）

●小・中学校学力向上支援の継続実施
７４，９４１千円

●スクールランチサポート事業の継続実施　　　　
１７，１９９千円

　・学校給食の充実、保護者の経済的負担の軽減（児
　　童生徒１人につき月額５００円を助成）

●中学生海外派遣の継続実施　　　８，９９６千円

●第３子以降保育料無料化の継続　 ７，７０６千円
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快適生活 基盤整備がすすむまちプロジェクトⅢ 

壬生の個性キラリ ブランド創生・発信のまちプロジェクトⅣ 

まちを支える 新たな産業創造のまちプロジェクトⅤ 

　町民の日常の暮らしの中で、その生活基盤の整備
充実は必要不可欠な要素です。また、緑豊かで自然
と共生した都市づくりを進めていくことで、壬生町
の魅力は更に向上していきます。そのため、生活基
盤の充実とともに、緑園・環境都市づくりを進めます。

●新公共交通システム試験運行　 １７，４２１千円
　・町民生活に必要な移動手段の確保（デマンドタ
　　クシーの運行）

●自治会管理防犯灯の新設・維持管理費の継続支援
１２，９６０千円

●安全安心指導員の配置【新規】　 ２，１８６千円
　・住民の防犯思想の高揚及び防犯行政の推進を図
　　るため指導員を配置

●消費生活センターの設置【新規】
５，０８４千円

　・消費生活の安定及び向上に資するため消費生活
　　センターを設置

●住宅用太陽光発電システム設置補助事業の継続実施
２０，４００千円

　・環境保全対策として、クリーンエネルギーの普
　　及を促進（３０千円/１ｋｗ、最大１２０千円
　　を助成）

●明るく安全な里山林整備事業の推進
６，８９４千円

　・豊かな自然環境を保護することから、里山林の
　　整備、管理を実施

●六美地区雨水排水対策事業の整備推進
２００，３００千円

●幹線道路の整備推進　　　　１４０，３００千円
　・広域的幹線道路のネットワーク形成による安全
　　で円滑な交通の確保

●生活道路の整備推進　　　　１８４，１０１千円

●木造住宅耐震改修の促進　　　　２，３１３千円
　・木造住宅の耐震診断、耐震改修に助成し建築物
　　の耐震化を促進

●放置自転車対策事業の実施【新規】２，６１２千円
　・公共の場所における交通の安全確保、駅周辺の
　　環境保全

●聖地公園整備事業の実施（第２工区Ｄ区域）
１５，８３４千円

　・住民の需要に対応した墓園の計画的な整備

●花のまちづくり事業の推進　　　１，９５１千円
　・一家一鉢運動、花のまちづくりを推進

●地域防災計画の策定　　　　　　３，３７５千円
　・災害対策に関する総合的な計画を定め、防災活
　　動の効果的な実施を図る

●自主防災組織の設立、運営支援【新規】
５５０千円

　・町内全域を網羅できるよう自主防犯組織の育成、
　　支援を行なう

●小学校図書室空調機設置工事の実施
１３，１４０千円

　・安全で快適な教育環境の整備

●嘉陽が丘ふれあい広場屋内運動場耐震補強改修工
　事の実施　　　　　　　　　　 ５１，５６６千円
　・利用者の安全性の確保、利便性の向上

　壬生町の個性的で総合的な魅力づくりに向けて、様々
な地域ブランドを創出するとともに、広く発信でき
る環境づくりを進めます。

●地産地消推進事業の実施　　　　　１，６７０千円
　・地元農産物の学校給食等への利用拡大

●地域特産物推進事業の拡大（干瓢、苺、トマト等）
１，４７０千円

　・町の特産品である干瓢、苺、トマト等の生産振興

●とちぎ・かんぴょう伝来３００年記念大会の開催
３，１００千円

　・かんぴょう伝来３００年を記念するシンポジウ
　　ムの開催

●みぶブランドの推進　　　　　　１，２９５千円
　・みぶブランドの確立に向けて各種事業を推進

●みぶハイウェーパークの充実　 ５４，９０２千円
　・ハイウェーパーク及びみらい館の適正な管理運営
　・情報発信拠点の充実及び利用者の利便性の向上

●歴史民俗資料館企画展の開催　　３，４３８千円
　・町ゆかりの人物、歴史を題材にした企画展の開催

　急激な社会経済情勢の変化に対応しながら、活力
に満ちた魅力ある産業や雇用の創出を実現するため、
みぶ羽生田産業団地の整備・誘致推進や農商工の連
携などにより、新たな産業環境づくりを進めます。

●商工業振興補助事業の実施　　２６，０４０千円
　・商工会活動等の支援によるまちの活性化を促進

●中小企業融資制度事業の充実
３３９，９１４千円

　・景気悪化による中小企業者の資金繰りの支援

●産業振興奨励事業の実施　　　１２，７００千円
　・企業の規模拡大、進出を促進し、本町産業の活
　　性化を推進

●みぶ羽生田産業団地企業誘致の推進　　９９９千円



歳出合計

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

町 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
町 債

国民健康保険特別会計

公共下水道事業特別会計

奨 学 資 金 特 別 会 計

介護保険事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

4,548,537
150,001
10,000
3,000
2,000

350,000
32,000
30,000
20,000

2,120,000
6,000

169,390
323,126
1,025,959
774,553
18,144

3
181,109
300,000
387,178
869,000

11,320,000

40.2 
1.3 
0.1 
0.0 
0.0 
3.1 
0.3 
0.3 
0.2 
18.7 
0.0 
1.5 
2.9 
9.1 
6.8 
0.2 
0.0 
1.6 
2.6 
3.4 
7.7 

100.0 

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
102.9
100.0
75.0
30.8
101.9
100.0
108.6
108.7
78.4
85.1
125.9
100.0
35.8
100.0
78.6
96.0
93.0

△ 2,078
0
0
0
0

10,000
0

△ 10,000
△ 45,000
40,000

0
13,438
25,712

△ 283,303
△ 136,088

3,734
0

△ 324,898
0

△ 105,517
△ 36,000
△ 850,000

本　年　度

構成比予算額
款

一般会計 款別集計表一般会計 款別集計表一般会計 款別集計表

対前年
度比

対前年度
増減

（単位：千円）（単位：千円） 歳　出歳　入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

144,366

1,209,918

3,840,142

908,106

89

433,320

506,269

1,508,725

576,567

1,224,626

11,502

936,367

3

20,000

11,320,000

1.3 

10.7 

33.9 

8.0 

0.0 

3.8 

4.5 

13.3 

5.1 

10.8 

0.1 

8.3 

0.0 

0.2 

100.0 

89.4

92.9

93.9

101.3

97.8

106.7

60.5

92.7

98.6

92.4

100.0

103.4

100.0

100.0

93.0

△ 17,174

△ 92,520

△ 251,445

11,635

△ 2

27,360

△ 330,411

△ 118,584

△ 8,202

△ 101,164

0

30,507

0

0

△ 850,000

本　年　度

構成比予算額
款 対前年

度比
対前年度
増減

予　　算　　額 水道事業会計

【企業会計】【特別会計】

収 益 的 収 入
収 益 的 支 出

資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

5億5728万4千円
4億5083万0千円

2億6195万0千円
5億6124万4千円

96.2%
101.6%

83.8%
95.0%

予　　算　　額 対前年度比対前年度比

45億0948万0千円

16億9720万8千円

160万円

24億1972万8千円

7億6347万7千円

3億1812万3千円

99.6%

140.7%

94.1%

110.4%

178.8%

115.2%

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分
消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取り崩
し額、建設改良積立金取り崩し額及び当年度分損益勘定留保
資金等で補てんいたします。 

＊

歳入合計

【その他 1.1％】
ゴルフ場利用税
交付金
自動車取得税
交付金
地方特例交付金
財産収入
利子割交付金
交通安全対策
特別交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得
割交付金
寄附金

113億2千万円 113億2千万円

5

合　　　　　計合　　　　　計

会　　計　　名

歳 入 歳 出
町税
40.2％

地方交付税　 18.7％

【その他 0.3％】
予備費
災害復旧費
労働費
諸支出金

地方譲与税     1.3％
分担金及び負担金 1.5％
繰入金　　　 1.6％
繰越金　　　 2.6％
使用料及び手数料 2.9％
地方消費税交付金 3.1％
諸収入　　　 3.4％

県支出金　6.8％

町債　　7.7％

国庫支出金　  9.1％

民生費
33.933.9％
民生費
33.9％

土木費　　13.3％
教育費　　10.8％総務費　　10.7％

商工費　 　 4.5％
消防費　 　 5.1％

衛生費　  8.0％

農林水産費　 3.8％
議会費　 　 1.3％

公債費  　8.3％

歳 入 歳 出
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　壬生町では、町内の公共交通が存在しない地域（公共交通空白地）の解
消を図るため、高齢者をはじめとする町民誰もが『日常生活の足』として
利用出来る公共交通の導入に向けまして、壬生町地域公共交通会議を通して、
検討をしてまいりました。３月の壬生町地域公共交通会議において、平成
２５年１月９日から試験運行を開始いたします『壬生町デマンドタクシー』
のサービス内容が決まりましたので、お知らせいたします。
　壬生町デマンドタクシーは、町民に身近で、本町の生活に合った地域公
共交通の構築に向けて、平成２５年１月から約３年３ヶ月の試験運行を行い、
平成２８年４月からの本格運行を予定しております。
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幼稚園に子どもを迎
えに行くのが便利に
なりました。

通院や買い物に利用し
ています。乗り合わせ
ているうちに友達が出
来ました。

壬生町
予約受付センター

300円で町内のどこへで
も行けるので、お出かけ
が楽しくなりました。

電話予約
（60分前まで）

電話予約
（60分前まで）

電話予約
（60分前まで）

デマンドタクシー

予約受付

目的地

目的地

目的地



問合せ先
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『壬生町地域公共交通総合連携計画（素案）』
    に対する意見募集の結果

　『壬生町地域公共交通総合連携計画（素案）』について意見を募集したところ、下記のと
おりでありましたのでご報告いたします。
　今回いただきました意見は、計画策定及び今後の事業展開の参考とさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。

●意見募集の概要
　◇閲 覧 方 法 　　・壬生町ホームページ
　　　　　　　　　・壬生町総務部総合政策課、稲葉出張所、南犬飼出張所での閲覧
　◇募 集 期 間 　　平成24年２月23日（木）～３月23日（金）
　◇意見提出方法 　　郵送、ファックス、電子メール、総合政策課へ直接書面による提出

●意見募集の結果
　◇意見提出数　　２名９件

項　　　　　　　目 件　　　　数
１　壬生町地域公共交通総合連携計画の概要
２　計画区域
３　基本方針
４　事業計画
５　試験運行事業の評価方法

0
0
1
7
1

◇項目別の提出状況

●ご意見の概要と町の考え方について
分類 ご　意　見　の　概　要 町　の　考　え　方

通
勤
・
通
学

買
　
い
　
物

休
　
日
　
運
　
行

障
が
い
者
の
利
用
利
用
改
善

〔３　基本方針〕
新しく出来る羽生田産業団地への通勤や壬生高
校などへの通学において、利用可能な公共交通
を確保して欲しい。

〔４　事業計画〕
新しく出来るショッピングモール（フレスポお
もちゃのまち）へ買い物バスを運行して欲しい。

〔４　事業計画〕
休日（土・日、祝日）が運休となっているが、
休日のデータも必要ではないか？
休日が運休であれば、そのときの移動は、どの
ように考えているのか？

デマンドタクシーの近隣市町の事例から、休日
の利用状況が低いため、当初の運行では、運休
としました。今後の試験運行の中で、休日の需
要を調査しまして、検討を進め、デマンドタク
シーとタクシーを上手に使い分ける壬生町の生
活に合った公共交通を目指してまいります。

〔４　事業計画〕
車いすを利用するなどの身体障がい者に対して、
サービスや配慮をお願いしたい。耳が不自由な
方からの予約方法に配慮するなど、障がい者自
身が自立して利用できるようにして欲しい。

デマンドタクシーの利用は、「一人で乗降出来
る方」または「介助者と一緒に乗降出来る方」
が対象となります。受付方法は、受付センター
を準備する際に可能な範囲で配慮してまいります。

〔５　試験運行事業の評価方法〕
アンケート調査は、随時、実施し、利用者が快
適に利用できる運行となるように変えていくべき。

利用者へのアンケート調査を随時実施し、利用
者の意見に耳を傾けて、利用しやすい公共交通
の構築に向けて進めてまいります。

当初の試験運行では、通勤や通学での利用を想
定しておりませんが、試験運行の中で、検討を
進めてまいります。

導入予定の壬生町デマンドタクシーは、自宅か
ら町内の行きたい施設へ行くことが出来る形式
ですので、新しく出来るショッピングモールに
おいても、気軽にお買い物が楽しめます。

※いただきましたご意見の一部を掲載しております。詳細については、町ホームページをご覧ください。
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　「協働」とは、町民、学校、企業、行政などの様々な人たちが、各々
の責任のもと互いに認め合い、対等な関係を維持しながら、課題解決
や目標達成のために、連携・協力することです。
　この提案書を手がかりとして、いままでの「行政主体のまちづくり」
から、パートナーシップによる「協働のまちづくり」を推進すること
により、「こんなまちになったらいいなあ」といったみんなの願いを、
実現できる「壬生町」になると考えます。

○「協働のまちづくり指針提案書について」
◆協働とは？ 壬力ＵＰプロジェクト大栗会長より

「協働のまちづくり指針」提案書提出

◆
協
働
の
基
本
原
則

◆
協
働
の
担
い
手

◆
協
働
の
分
野

目的・目標の共有

相互理解

自主性・自立性の尊重

対等な関係

情報の公開と共有化

相互理解

町民 学校

企業 行政

福祉
医療
保険

地域振興
まちづくり

地域安全
環境

教育
文化
スポーツ

◆
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

　
推
進
に
向
け
た
提
案

◆
協
働
の
領
域

①医療の町の壬力を活用した協働

③豊かな自然、美しい環境を守る
　ための協働
④まちづくりへ、町民の声を届け
　るための協働
⑤お祭り大好き、みんなでもりあ
　げる協働

②安全、安心な町を推進するため
　の協働

⑥農産物、特産品の壬力ＵＰ、農
　業を活性化するための協働
⑦商業、企業、観光が活性化する
　ための協働
⑧世代を超えたふれあいでやさし
　さを育てる協働
⑨文化スポーツで楽しく交流する
　協働

※提案内容の詳細は、町ＨＰに公
　表を予定しております。

「協働のまちづくり指針」は、「みんなでつくる壬生の未来」
をキャッチフレーズとし、町民、学校、企業、行政など様々
な担い手が、それぞれの特性を活かし、みんなが、参加、参
画し、連携、協力することにより、相乗効果をあげてパワー
を生み出し、壬力がＵＰし「笑顔あふれる壬生の未来」を実
現できる、と提案しています。

◎この特集への意見や問合せは町総務部総合政策課企画調整係へ　
　　81－1812　FAX 82－8262　　info@town.mibu.tochigi.jp

町民の領域 行政の領域

町民が自主
的・自発的
に責任を持
って行う

町民が主導
し、行政が
協力・支援
を行う

町民と行政
が連携・協
力して行う

行政が主導
し、町民が
参加して行
う

行政が主体
性と責任を
持って行う

　３月19日、「協働のまちづくり指針」提案式が行われました。
　「協働のまちづくり指針」は、「壬力ＵＰプロジェクト住民会議」
第４期メンバー17名が約１年間、会議の中で検討した結果を、提案書
として取りまとめたものです。
　「壬力ＵＰプロジェクト住民会議」大栗正　会長より、小菅町長へ
提案書が提出されました。

A
町民主体

B
町民主導

C
町民・行政

D
行政主導

E
行政主体

おお  ぐり まさ のり
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保険料について
●栃木県後期高齢者医療広域連合
　　０２８-６２７-６８０５（代表）

保険料の納付について
●町総務部税務課諸税係
　　81-1819・1879

問合せ先

※平成24年度の後期高齢者医療保険料額のお知らせについて……
　○普通徴収（口座振替または納付書払い）の方 
 　　⇒７月中旬に「後期高齢者医療保険料額通知書」をお送りします。
　○特別徴収（年金からの天引き）の方 
 　　⇒９月上旬に「後期高齢者医療保険料額通知書」をお送りします。

①均等割額の軽減
　　世帯主と被保険者の所得金額の合計額により、均等割額を９割、８.５割、５割、
　２割軽減します。
②所得割額の軽減
　　所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は
　所得割額が５割軽減されます。

 後期高齢者医療制度の保険料率については、２年ごとに見直しが行われます。                        
 平成24・25年度は次のように変わりますので、お知らせいたします。

●所得の低い方に対する軽減措置●

●職場の健康保険などの被扶養者だった方に対する軽減措置●

　　後期高齢者医療制度に加入される前日まで、職場の健康保険などの被扶養者だっ
　た方については、所得割額がかからず、均等割額が９割軽減されます。

○均等割額

○所得割率

○賦課限度額

３７，８００円

７.１８％

５０万円

４２，０００円

８．５４％

５５万円

→

→

なお、以下の保険料の軽減措置については、平成24年度においても継続いたします。
※軽減にあたって、あらためて手続きをしていただく必要はありません。

～平成23年度 平成24･25年度



65歳以上のみなさんへ

　65歳以上の方の介護保険料は３年ごとに見直しを行います。
　介護サービスの利用量は近年増加が著しく、今後も増大することが見込まれること
などから、介護保険事業計画を見直し、介護保険料の大幅な改定が必要となりました。

平成24年度の介護保険料額の決定通知について
●普通徴収（納付書又は口座振替）の方 → ７月中旬に「介護保険料納入通知書」をお送りします。
●特別徴収（年金からの天引き）の方 → ９月上旬に「介護保険料特別徴収開始通知書」をお送りします。
※介護保険料は、年金受給額によって納め方が法律で定められています。

壬生町の基準額（平成24～26年度）　　　月額4,600円（年額55,200円）

11

介護保険料はみなさんが安心して介護保険サービスを利用するための
大切な財源になりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

第１段階
基準額×0.50

第２段階
基準額×0.50

第５段階
基準額×1.25

第６段階
基準額×1.50

第７段階
基準額×1.75

第８段階
基準額×2.00

第３段階
基準額×0.75

第１段階

第２段階

第５段階

第５段階

第６段階

第６段階
第７段階

第３段階

第４段階

第４段階

基準額×0.90

基準額×1.00

27,600円

27,600円

69,000円

82,800円

96,600円

110,400円

41,400円

49,600円

55,200円

生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で
老齢福祉年金を受給している方

新段階
（平成24年度～）

旧段階
（～平成23年度）

介護保険料
（年額）対象となる方

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得
金額＋課税年金収入額が80万円以下の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円以上200万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
200万円以上400万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
400万円を超える方

世帯全員が住民税非課税で、第１・２段階に
該当しない方

世帯の誰かに住民税課税されているが、本人
は住民税非課税、かつ、前年の合計所得金額
＋課税年金収入が80万円以下の方

世帯の誰かに住民税課税されているが、本人
は住民税非課税、かつ、前年の合計所得金額
＋課税年金収入が80万円を超える方

第
４
段
階

介護保険料に関すること
●町総務部税務課諸税係
　　８１－１８１９・１８７９

介護サービスに関すること
●町民生部健康福祉課介護保険係
　　８１－１８７６

問合せ先



借金があるから税金が払えません。
法律によって、税金は全ての債務（借金含む）に優先すると定めてあります。個人債務
より税金が優先されます。（地方税法第14条）
いきなり差し押さえされた、あんまりではないか。
税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から10 日を経過した日までに完納しない
時は「差し押さえをしなければならない」と明示してあります。（国税徴収法第47条）
個人の財産を勝手に調べて差し押さえされた、プライバシーの侵害ではないか。
税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生
します。この権限により調査を受けた金融機関等の関係機関は、協力しなければなりま
せん。また、財産の調査は、個人情報保護法に一切抵触しません。
差押えの前に自宅訪問はしないの？
差押え等をするにあたり、自宅訪問して納税を催告する行政サービスは原則として行い
ません。差押え等が行われるまでには、必ず事前に督促状などの通知が送付されています。
小額滞納でも差し押さえはするの？
金額の大小に関わらず差押え等を行います。「小額の滞納だから差し押さえられないは
ず…」といった考えはお止めください。

あなたの税が未来を拓く
市町村税滞納ぼく滅月間2012

◆県下一斉の取組

◆差押えを強化

◆事情がある場合は相談を

◆納期内に納付を

Q1
答

Q2
答

Q3
答

Q4
答

Q5
答
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　納税の公平と税収の確保を図るため、３～５月を「市町村税ぼく滅月間2012」として、栃木県との協働に
より、県下一斉に徴収の強化に取り組みます。

　町が提供する、福祉や教育をはじめ様々なサービスは、町税が主な財源の一つです。町税の滞納は、町の
財政を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何より、納期内に税金をきちん
と納めている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、督促状の送付などの経費に余分な税
金を使うことにもなります。そのため、町では、収入や財産がありながら町税を納付しようとしない滞納者
に対しての滞納処分（差押え等）を強化しています。

　税金を納期限までに納めなかった方には、まず督促状が送付されます。この督促状が発送された日から起
算して10日を経過した日までにその税金を完納しなかったときには、町は滞納者の財産（預貯金、生命保険、

不動産、給料、自動車、動産〈電化製品や美術品、貴金属等〉）を
差し押さえなければならないことが法律で定められています。
　財産調査には、滞納者の自宅などの捜索があります。捜索時に発
見された財産は、差し押さえされます。「捜索」とは、税を徴収す
る職員に認められた権限で、裁判所の令状は不要です。
　また、自動車のタイヤロック（写真）を行う場合もあります。タ
イヤロックとは、差し押さえた自動車を運行、使用させないための
措置（国税徴収法第71条）で運行不能状態にするものです。

　病気や失業、事業の廃止、災害にあったなど、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが
困難な方は、納期内に町税務課収税係まで連絡してください。生活状況等をお聞きしたうえで、徴収の猶予
などをすることができます。事情により納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは連絡してください。

【納税・滞納処分Ｑ＆Ａ】

問合せ先　町総務部税務課収税係　　８１－１８１６
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３
月
１
日
、
壬
生
中
央
公
民
館
に
お

い
て
、
壬
生
町
教
育
文
化
功
労
者
表
彰

が
行
わ
れ
、
町
の
教
育
文
化
発
展
の
た
め
、

特
に
功
労
の
あ
っ
た
方
や
、
ス
ポ
ー
ツ・

文
化
面
で
優
秀
な
成
績
を
修
め
た
児
童
・

生
徒
を
表
彰
し
、
栄
誉
を
称
え
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
池
節
子
教
育
委
員
長
か

ら
教
育
振
興
に
功
労
の
あ
っ
た
方
に
表

彰
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、
小

菅
一
弥
町
長
か
ら
、
平
成
23
年
度
に
ス

ポ
ー
ツ
や
文
化
面
で
活
躍
し
た
小
中
学

校
の
児
童
・
生
徒
に
表
彰
状
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

●
10
年
以
上
各
種
教
育
関
係
委
員
の
職

　
に
あ
っ
た
方

　
　
　
　
神
永
　
久
人

 
 
 
 
　
山
　
朝
子

●
本
町
に
お
け
る
勤
務
が
20
年
以
上
の

　
教
育
関
係
職
員

　
　
　
　
中
山
　
正
美

 
 
 
 
山
口
　
英
子

●
教
職
員
20
年
以
上
の
勤
務
歴
を
有
し

　
本
町
を
最
後
に
退
職
し
た
方

　
　
　
　
稲
見
　
　
均

 
 
 
 
飯
島
　
智
子

 
 
 
 
大
野
　
和
子

 
 
 
 
熊
倉
　
陽
子

 
 
 
 
五
月
女
 
次
良

 
 
 
 
中
嶋
 
葉
子

な
か
や
ま
 
 
ま
さ
み

や
ま
ぐ
ち
 
 
え
い
こ

い
な
み
 
 
 
 
ひ
と
し

い
い
じ
ま
 
 
さ
と
こ

お
お
の
 
 
か
ず
こ

く
ま
く
ら
 
 
よ
う
こ

　
そ
う
と
め
　
　
　
じ
ろ
う

な
か
じ
ま
　
　
よ
う
こ

か
み
な
が
 
 
ひ
さ
と

た
か
や
ま
 
 
あ
さ
こ

受 賞 者 の み な さ ん

受
賞
者
（
敬
称
略
）

い
け  

せ
つ  

こ

こ

す
げ  

か
ず   

や

か
ん 

の  

り
ゅ
う
が

管野くんと担任の伊藤先生

　
壬
生
小
学
校
６
年
生
の
管
野
龍
河
く
ん（
当

時
５
年
生
）が
、
第
39
回
全
労
済
小
学
生

作
品
コ
ン
ク
ー
ル
作
文
の
部
に
お
い
て
、

応
募
総
数
７
０
９
５
点
の
中
か
ら
最
高
賞

で
あ
る
最
優
秀
賞
に
選
ば
れ
、
表
彰
を
受

け
ま
し
た
。

　
今
年
の
作
文
の
テ
ー
マ
は
「
た
の
し
か

っ
た
お
も
い
で
」
。
管
野
く
ん
は
、
病
気

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
「
心
に
残
る
プ
レ
ゼ

ン
ト
」
を
し
た
い
と
、
家
族
で
藤
の
花
を

見
に
行
っ
た
と
き
の
思
い
出
を
綴
っ
て
い

ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
想
う
管
野
く
ん

の
真
っ
直
ぐ
で
や
さ
し
い
気
持
ち
が
伝
わ

る
作
品
で
す
。

　
今
は
天
国
に
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
も
管
野
く
ん
の
受
賞
を
誰
よ
り

も
祝
福
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

管
野
龍
河
く
ん

全
労
済
小
学
生
作
品
コ
ン
ク
ー
ル

最
優
秀
賞
受
賞

〜
大
好
き
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ
〜



14

いきいき壬雷クラブ　演芸大会・作品展示会
　２月23日、壬生中央公民館において、第34回いき
いき壬雷クラブ演芸大会及び第26回作品展示会が開
催されました。
　大ホールでは演芸大会が行われ、61の個人及びグ
ループが歌や日本舞踊などを披露し、大きな拍手を浴
びていました。また、中ホールでは作品展示会が行われ、
写真や絵画、編み物など80点の力作が展示されました。
　午後の部終了後には、日用品などが当たる抽選会も
行われ、会員は楽しい一日を過ごしました。

子育て支援センター☆ひよこ☆
第４回育メン教室　「パパもパティシエに挑戦！」開催

　２月25日、保健福祉センターでは、15組の親子がシェフ 
パティシエの日向野敬司氏にケーキのデコレーション方法を
学びました。
　普段忙しくて遊べないパパも一緒にクリームを絞り、目・鼻・
口をつけて、くまさんカステラのかわいいケーキが出来上がる
と子どもたちは大喜び！お手伝いのママのきびしい批評に、あ
ちこちで笑いが巻き起こっていましたが、パパ パティシエの
真剣なまなざしに「かっこいい！」と思ったことでしょう。

健康なからだづくり　「早春を歩こう」開催
　３月２日、町保健福祉センターにおいて、壬生町

保健委員会主催の「早春を歩こう」が開催されました。

　曇り空で天候は不安定でしたが、約50名の方が参

加され、保健福祉センターからとちぎわんぱく公園

までの往復コースをおよそ一時間で歩きました。また、

ボランティア団体のご協力により、参加者に豚汁が

振る舞われました。

※いきいき壬雷クラブの加入単位老人クラブには、60歳以上の方で
　あればどなたでも入会できます。是非お友達を誘ってご入会くだ
　さい。詳しくは、町社会福祉協議会事務局（　８２ー７８９９）まで。

ひ  が  の  けい じ



15

自衛隊入隊者激励会　１名の入隊者を激励

「東日本大震災ボランティア活動報告会ｉｎみぶ」開催

　３月18日、壬生町体育協会バスケットボール部（大
塚正春部長）では、仲間との絆を深め、地域スポー
ツの振興を図るため、「するスポーツ・観るスポ
ーツ・支えるスポーツ」をテーマにバスケットボ
ールフェスタが開催されました。
　今回はじめての開催となりましたが、とちぎリ
ンクブレックスのマスコットキャラクター「ブレ
ッキー」も応援に駆けつけ、小学生から大人まで
大いに盛り上がりました。

　平成24年４月に自衛隊へ入隊される高橋洸次さん
の激励会が、３月19日、町長室において行われました。
　激励会には、小菅町長、自衛隊小山地域事務所の
中村所長、町自衛隊父兄会の戸　会長、渡邊副会長、
金山理事が出席し、激励の言葉をいただきました。
　また、小菅町長からは「志」と書かれた直筆の色
紙が、戸　会長からは記念品が贈られました。

おお

バスケットボールフェスタ開催

　３月18日、「東日本大震災ボランティア活動報告
会ｉｎみぶ」が同実行委員会主催により、壬生中央
公民館にて開催されました。
　東日本大震災後、様々なボランティア活動を実施
してきた各団体による事例報告、意見交換会のほか、

会場内には各団体
の被災地支援の様
子を紹介する展示
コーナーも設けら
れ、参加者が災害ボランティア活動の継続性を共有する時間となりました。
　また同日、自成館東広場では、蘭学仲通り商店会のみなさんが地域の
防災力向上のため、炊き出し訓練を行いました。

つかまさはる

なかむら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と  さき　　　　　　　わた なべ

かなやま

たか  はし  こう   じ

左から金山理事、渡邊副会長、戸　会長、高橋さん、小菅町長、中村所長
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第26回町民剣道大会第26回町民剣道大会

第27回壬生町バスケットボール大会第27回壬生町バスケットボール大会

小学１・２年生の部

優　勝　長屋　千渡（おもちゃのまち剣道教室）

準優勝　井上みりり（おもちゃのまち剣道教室）

第３位　鷹箸　裕大（おもちゃのまち剣道教室）

小学３・４年生の部

優　勝　井相田歩夢（おもちゃのまち剣道教室）

準優勝　長屋　大我（おもちゃのまち剣道教室）

第３位　大牧　由佳（壬生町少年剣道教室）

第３位　松尾　拓海（おもちゃのまち剣道教室）

小学５・６年生の部

優　勝　井上二千翔（おもちゃのまち剣道教室）

準優勝　石島　朋果（おもちゃのまち剣道教室）

第３位　高橋　歩　（おもちゃのまち剣道教室）

第３位　奈良田実結（おもちゃのまち剣道教室）

男子の部

優　勝　Ｕ・Ｉ・Ｓ（代表　大垣元喜)

準優勝　Ｔｙｃｏｏｎｓ（代表　大垣昌紀）

女子の部

優　勝　野木クラブ（代表　畑澤真弓）

準優勝　スパークス（代表　秋庭文昭）

なが や　　 せん と

いのうえ

たかのはし　 ゆう と

 い　そ　だ   あゆ む

なが や　　 おお か

おおまき　　ゆ　 か

まつ お　　 たく み

いのうえ に　ち　か

いしじま　　とも か

たかはし　 あゆむ

 な　ら　た　み　ゆ

中学生男子の部

優　勝　松井真之介（壬生中）

準優勝　大槻　智彦（壬生中）

第３位　奈良田　廉（壬生中）

第３位　高橋　航　（壬生中）

まつ い しん の すけ

おおつき　　ともひこ

 な　ら　た　　 れん

たかはし　　わたる

中学生女子の部

優　勝　井上　里紗（壬生中）

準優勝　斉藤　有加（南犬飼中）

第３位　渡辺　千優（おもちゃのまち剣道教室）

第３位　森　　彩音（南犬飼中）

いのうえ　 　り　さ

さいとう　　ゆう か

わたなべ　　 ち ひろ

もり　　　　あや ね

おおがきもとはる

おおがきまさのり

はたざわ ま ゆみ

あき ば ふみあき

２月26日　町総合運動場武道館　参加者70名

２月12日：壬生中体育館・19日：南犬飼中体育館 男子14チーム・女子５チーム参加

成　績

成　績

各部門優勝者（前列）・準優勝（中列）・第３位（後列）のみなさん

男子優勝　　Ｕ・Ｉ・Ｓのみなさん

男子準優勝　　Ｔｙｃｏｏｎｓのみなさん

女子優勝　　野木クラブのみなさん

女子準優勝　　スパークスのみなさん
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　２月17日、壬生町交通安全協会壬生支部（金田惠介
支部長）から、壬生・藤井小学校に自転車のスポーク
に付ける反射材が贈呈されました。
　これは、もうすぐ中学校に入学する新１年生に、自
転車通学に向けてより一層交通安全に努めてほしいと
の思いを込めて贈られました。

交通安全用品を贈呈

自転車ナンバープレート・横断旗を贈呈

かね   た   けい すけ

子どもたちの交通安全のために

壬生支部

　３月６日、壬生町交通安全協会稲葉支部（鈴木岩夫
支部長）から、稲葉・羽生田小学校に横断旗入れバッ
グが贈呈されました。
　これは、毎朝通学時に立哨するＰＴＡの方々が使用す
る横断旗を入れるためのもので、これからも子どもたち
が安全に通学できるよう願いを込めて贈られました。

横断旗入れバッグを贈呈
すず   き   いわ  お

稲葉支部

　３月９日、壬生町交通安全協会女性部（高山祐子部
会長）から、町教育委員会に鉛筆が贈呈されました。
　鉛筆には「あいずして　ほどうをわたる　ランドセル」
という交通標語が添えられ、新小学１年生へ配付され
ました。

新小学１年生へ鉛筆を贈呈
たか やま まさ   こ

女性部

　３月13日、壬生町交通安全母の会（野口栄子会長）
から、町教育委員会に「愛の鈴」が贈呈されました。
 これは、毎年新小学１年生の交通安全を願い、会員の
皆さんが一つ一つ手作りされているもので、町内各小
学校へ配付されました。

新小学１年生へ愛の鈴を贈呈
の   ぐち  えい   こ

母の会

た なか さく ぞう

交通安全協会

グループホーム 元 気
　２８－６１１８

１８名の入居施設です

デイサービスセンター元気
８２ー９９３０

ケアプランの
お手伝いします
　８２ー９９３１

　２月21日、壬生町交通安全協会（田中作蔵会長）から、町内小学校に自転車ナンバープレートと、立哨の横断旗が
贈呈されました。
　ナンバープレートは毎年寄附していただいているもので、もうすぐ中学校に入学する新１年生に、横断旗はＰＴＡ
用として贈られました。
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広
が
る
論
語
の
輪
Ⅲ

○
子
曰
わ
く
、
吾
嘗
て
　
終
日
食
ら

　
わ
ず
、
終
夜
寝
ね
ず
、
以
て
思
う
。

　
益
な
し
。　
学
ぶ
に
如
か
ざ
る
な
り
。

○
子
曰
わ
く
、
三
人
行
え
ば
　
必
ず

　
我
が
師
有
り
。
其
の
善
な
る
者
を

　
択
び
て
之
れ
に
従
い
、
其
の
不
善

　
な
る
者
は
　
之
れ
を
改
む
。

○
子
曰
わ
く
、
知
者
は
惑
わ
ず
、
仁

　
者
は
憂
え
ず
、
勇
者
は
懼
れ
ず
。

○
子
曰
わ
く
、
人
の
　
己
を
知
ら
ざ
る
　
こ

　
と
を
　
患
え
ず
、
人
を
知
ら
ざ
る
　
こ
と

　
を
患
う
な
り
。

○
曽
子
曰
わ
く
、
吾
、
日
に
三
た
び
　
吾
が

　
身
を
省
み
る
。
人
の
為
に
謀
り
て
　
忠
な

　
ら
ざ
る
か
。
朋
友
と
交
わ
り
て
　
信
な
ら

　
ざ
る
か
。
習
わ
ざ
る
を
伝
う
る
か
。

○
子
貢
問
い
て
日
わ
く
、
一
言
に
し
て
以
て

　
終
身
之
れ
を
行
う
べ
き
者
有
り
や
、
と
。

　
子
曰
わ
く
、
其
れ
恕
か
。　
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、

　
人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
。

※
「
恕
」
は
「
思
い
や
り
」

　
物
理
学
者
湯
川
秀
樹
博
士
（
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
）

は
、
幼
い
こ
ろ
の
漢
文
の
素
読
の
思
い
出
を
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
『
私
の
場
合
は
、

わ
け
も
分
か
ら
ず
入
っ
て
い
っ
た
漢
籍
が
大
き

な
収
穫
を
も
た
ら
し
た
。
』

　
壬
生
町
の
子
ど
も
た
ち
も
、
迷
っ
た
と
き
や

悩
ん
だ
と
き
は
、
よ
り
良
い
道
を
選
択
し
な
が

ら
未
来
の
担
い
手
と
な
る
人
材
へ
と
成
長
し
て

ほ
し
い
、
郷
土
壬
生
町
に
誇
り
と
愛
着
を
も
ち
、

こ
の
壬
生
町
で
過
ご
し
た
こ
と
を
拠
り
所
に
し

て
ほ
し
い
。

　
そ
ん
な
願
い
を
込
め
、壬
生
町
教
育
委
員
会

で
は
、
論
語
の
素
読
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

小
学
５
年
生
版

小
学
６
年
生
版
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造園土木
草刈・伐採
スズメバチ駆除

お墓ディレクターにご相談下さい

㈱県南環境 TEL 82ー6700
大師町25-5/展示場 ：小金井駅東

聖地公園、他
完成価格65万円～

○壬生町水道施設維持管理業務
○壬生町清掃センター焼却設備運転管理業務
○農業集落排水処理施設各処理場巡回管理業務

○日本下水道協会賛助会員 ○日本下水道処理施設管理業協会会員 ○東京商工会議所会員

昭和49年2月設立 維持管理業全般 35年の実績
本　　　社：〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南2-1-8　恵比須OTビル6階
栃木営業所：〒323-0807　栃木県小山市城東1-1-32-102

墓石・石工事
修理承ります

　２月11日、壬生児童館、六美
南部育成会と共同で、今年で５回
目となる「親子で味噌づくり」を
開催しました。
　作業終了後は、昨年つくった味
噌と、わかめ、豆腐を具にしてお
母さんたちに味噌汁をつくっても
らい、子どもたちは何度もお代わ
りして食べました。自分で作った
味噌は格別の味がするのでしょう。

　２月18・21日、壬生児童館、
六美南部育成会、森の子・ありん
こ・メリーランド保育園と共同で、
昨年12月11日より受精卵から孵
化させ育ててきたサケの稚魚
2,000匹を、黒川のしののめ公園
川原で放流しました。
　この活動を通して、子どもたち
は「命の尊さ」「環境保全の大切
さ」を学びました。 　３月４日、六美中央・北部・南

部３自治会と共同で「手作りきの
こ教室」を開催しました。
　今回は、「椎茸となめこづくり」
をテーマに、用意された原木に植
菌作業を行いました。できあがっ
たほだ木は、１年後の収穫を楽し
みに水やりなど手を加えていくそ
うです。

NPO夢くらぶではこんな活動をしていますNPO夢くらぶではこんな活動をしていますNPO夢くらぶではこんな活動をしています
親子でたのしく味噌づくり！ １年後の収穫が楽しみ！サケの赤ちゃん　

元気で戻ってきてね！

元気いっぱい論語を素読する園児たち

じ
ょ

し
ゅ
う






